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事   業 

 

 

Ⅰ 消費生活アドバイザー資格制度 

 

１．消費生活アドバイザー資格試験  

 

 2022年度で43回目を迎え本制度創設以来の消費生活アドバイザー資格試験合格者の累計は、

18,992人となった。合格者の多くは金融・保険業、製造業、卸・小売業、国・地方公共団体等

において製品開発、品質管理、消費者相談、消費者啓発といった幅広い分野で活躍している。 

今年度も2016年度より引き続き消費生活相談員資格試験も兼ねて実施した。 

 

（１）受験申請者の概要 

  2022年度の受験申請者総数は第１次試験免除者（2021年度の第１次試験合格者で第１次試

験の免除を受けた受験者）を含め1,884人、前年度の2,120人に比べ236人の減少となった。 

   

（２）試験実施 

  第１次試験はCBT方式（Computer Based Testing）により全都道府県にあるテストセンタ

ーで４日程にて実施した。第２次試験は全国５都市（札幌、東京、名古屋、大阪、福岡）で

実施した。 

① 第１次試験：2022年10月8日(土)午前・午後、15日(土)午後、16日(日)午後 

  ② 第２次試験：2022年11月27日(日） 

（単位：人） 

 

 

受験 

申請者数 

第１次試験 第２次試験 

受験者数 合格者数 受験者数 合格者数 

合 計 1,884    1,415       522 680 Ⓒ 478

通常試験者 1,692  Ⓐ 1,415 522 503    366

第１次試験免除者 192 ――― ――― Ⓑ 177    112

 

（３）最終合格率 

 

最終合格率 30.0％ 

第2次試験合格者数（Ⓒ）478人 

受験者総数（Ⓐ＋Ⓑ）1,592 人 
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合格者の年代別内訳は、次のとおりである。 

   （単位：人）     

  男性 女性 合計 前年度 

25 歳以下 
3 8 11 12 

0.6% 1.7% 2.3% 2.1% 

26～30 歳 
22 16 38 34 

4.6% 3.3% 7.9% 6.0% 

31～40 歳 
 

39 36 75 102 

8.2% 7.5% 15.7% 17.9% 

41～50 歳 
64 70 134 150 

13.4% 14.6% 28.0% 26.3% 

51～60 歳 
111 64 175 230 

23.2% 13.4% 36.6% 40.4% 

61 歳以上 
36 9 45 42 

7.5% 1.9% 9.4% 7.4% 

合計 
275 203 478   

57.5% 42.5% 100.0%   

前年度 
324 246 570  

56.8% 43.2% 100.0%  

 

（４）登録及び資格の付与               

  合格者478人が消費生活相談員資格を取得し、このうち申請のあった470人に対し2023年4

月1日付けで名簿に登録し、消費生活アドバイザー資格を付与した。 

 

２．消費生活アドバイザー資格更新研修  

（１）実施及び受講状況 

  消費者関連法規の制定及び改正、その他消費者をめぐる社会経済情勢の変化に消費生活ア

ドバイザー資格者が適切に対応できるよう更新研修を毎年度実施している。 

2022年度の集合講座は６都市で37講座を予定通り実施した。また2021年度実施の集合講座

を収録したｅラーニング講座は年間通じて22講座開講した。 

 

更新研修の受講状況は、次のとおりである。 

集合講座（37 講座） 

 開催地別講座数：札幌 4、東京 17、名古屋 4、大阪 4、高松 4、福岡 4 

申込者数（人） 1,707 
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※自身の資格有効期限年度までに毎年配信されるｅラーニング全講座（最大5年）を定

額で受講できる仕組み。 

 

（２）2022 年度の新規講座 

消費者対応、人生100年時代、消費者法令などに関連する講座を新たに加えた。新規講座

は消費者庁伊藤明子長官（当時）による「近年の消費者を取り巻く環境と消費者行政の動向」

をはじめ、「家族の健康と住まいの深い関係」「アフィリエイトの仕組みと課題、解決方法

について」「人生は60歳からが面白い～今から始める“定活”のススメ」などである。 

 

（３）有効期限の更新 

  ５年間の有効期限の更新対象者 2,601 人のうち更新者は 2,013 人となった。 

 

３．消費生活アドバイザー資格試験公式テキストの作成及び販売  

 

本テキストは資格試験の範囲を網羅する公式テキストとして、消費生活に関する幅広い基礎

知識だけでなく、企業において消費者志向経営を推進するうえでの知識にも対応できる内容と

している。2023 年度版は法律知識、企業経営一般知識、生活経済、環境問題、衣生活及び医療

制度の科目で大幅改訂を行った。他の科目においても制度の改正に伴う内容や統計データの更

新に加え、最新の動向も踏まえた加筆、修正を行った。 

本テキストは、2023 年 3 月から協会Ｗｅｂサイトで販売を開始している。 

 

４．消費生活アドバイザー有資格者向け施策  

（１）「消費生活アドバイザー資格の手引き」の配布  

有資格者が年間を通して資格活用に必要な項目をまとめた手引書を作成し、年度末に全有

資格者に向けて配布している。主な内容は、有資格者サイトの利用方法、更新研修（集合講

座・e ラーニング講座）の案内及び申込方法、更新手続き方法などである。2023 年度版は、

デザインを一新し、よりわかりやすい紙面とした。 

 

（２）メールマガジンによる情報提供  

有資格者サイト利用者に向けて月１回メルマガを配信し情報提供を充実させた。配信内容

は、最新の法改正及び行政施策、消費生活に係るイベント情報などを提供した。有資格者向

けメールマガジンの登録者数は年々増加し 10,938 名（2023 年 3 月 7 日時点）となった。 

 

 

ｅラーニング講座（22 講座） 受講方式別申込者数（人） 

単講座受講 5,358 

受講し放題（※） 629 
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（３）マスター消費生活アドバイザー制度  

指定大学院を修了した 8 名を 2019 年創設の本制度において初めてマスター消費生活アド

バイザーと認定した。 

＜認定されている指定大学院＞ 

・同志社大学大学院 総合政策科学研究科 

・明治大学専門職大学院 ガバナンス研究科（公共政策大学院） 

・昭和女子大学専門職大学院 福祉社会・経営研究科 

・明治学院大学大学院 法と経営学研究科 

・お茶の水女子大学大学院 人間文化創成科学研究科 

 

５．広報 

（１）消費生活アドバイザー試験案内リーフレットの活用等  

消費生活アドバイザー資格制度の普及・促進を図るため２種類の試験案内リーフレットを

作成し、賛助会員企業、関係団体、関係省庁、消費生活センター、大学等に送付のうえ配布

や設置を依頼した。 

2023年2月に発表した2022年度試験結果については共同通信社を通じて加盟各社に合格者

氏名を配信したほか専門誌にも掲載した。 

 

（２）ホームページを活用した情報発信  

消費生活アドバイザーの活動等を９件取材し掲載した。また、有資格者の求職を支援する

ため、消費生活アドバイザーを対象とした企業や行政からの求人情報を135件掲載した。 

 

 

Ⅱ お客様対応専門員（ＣＡＰ）資格制度  

 

１．ＣＡＰ資格試験  

（１）公式テキストの販売 

2022 年度はテキスト改訂 3 版(2021 年 5 月改訂)を公式テキストとして引き続き販売し、

下半期からは 2023 年 5 月販売開始に向けてテキスト改訂 4 版の作成作業を開始した。 

 

（２）試験対策模擬テスト 

試験対策としてテキスト改訂３版対応の模擬テストを継続して販売した。 

 

（３）試験実施方法 

① CBT 方式により全都道府県で毎日試験を実施。 

② 消費生活アドバイザー資格試験の一部として実施し、「消費者問題分野」の合格水準を

満たせば消費生活アドバイザー資格試験の合否にかかわりなく合格とする。 
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（４）ＣＡＰ資格登録者数（2022年4月1日～2023年3月31日） 

① ＣＡＰ単独受験合格者のうち：468 名 

② 消費生活アドバイザー第 1 次試験でのＣＡＰ合格者のうち：292 名 

 

２．ＣＡＰ有資格者向け施策  

（１）資格更新特典の案内と2022年度更新手続き  

2021年度の資格更新者407名に、更新特典としてスキルアップ講座の動画視聴を案内した。 

2022年度末に更新期限を迎える者に更新手続きを案内した。更新対象者798名のうち481名

が有効期限を更新した。 

 

（２）メールマガジンによる情報提供  

有資格者に向けての月１回のメルマガ配信を実施し情報提供を充実させた。配信内容は最

新の法改正及び行政施策、消費生活情報などである。メールマガジンの登録者数は2,749名

（2023年3月28日時点）となった。 

 

（３）スキルアップ講座の提供 

ＣＡＰ資格者を対象に消費生活アドバイザー向け更新研修講座の一部を聴講可能とし学

習の機会を提供した。 

 

３．広報  

（１）ＣＡＰ資格制度リーフレットの作成・配布 

① 2022年11月29日付で消費者庁よりＣＡＰ資格試験に対する後援名義使用を承認された

ため制度周知に活用した。2023年度も引き続き使用を申請し承認された。 

② ＣＡＰ制度の普及・促進を図るためリーフレットを作成し、賛助会員企業、業界団体、

企業等に対して配布した。 

 

（２）ＣＡＰ学習方法の提供  

ＣＡＰ資格試験に関心のある企業・事業者団体向けに学習方法などの情報提供を行うこと

に加えて、要請に応じて職員による勉強会（無料）を実施した。 

 

（３）ホームページを活用した情報発信  

ＣＡＰ資格取得に取組む企業等の事例及び合格者の声を２件掲載した。 

 

 

Ⅲ その他事業 

 

１．申出制度に関する相談対応  
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当協会は特定商取引法第 61 条第 1 項の規定に基づく法人に指定（平成 12 年 9 月 27 日付）

されており、これに関連する「特定商取引適正化業務」として申出制度に係る相談業務を行っ

た。 

2022 年度のメールフォーム、郵送、FAX による相談受理総数は 24 件であり、そのうち申出

制度関連の相談件数は 17 件であった。 

 

 

 

会 議 等 

 

１．理事会 

  〔第１回通常理事会〕 

（１）日時 ：2022年5月27日 10:00～10:40 

  （２）場所 ：日本産業協会会議室 

    （３）出席者：理事6名、監事2名 

  （４）審議事項 

            第１号議案：2021年度事業報告 

第２号議案：2021年度決算報告及び公益目的支出計画実施報告書 

      第３号議案：役員の交代 

第４号議案：2022年度定時評議員会の開催日程及び議事 

      第５号議案：委員会委員の委嘱（理事会同意案件）  

報告事項 

会長及び専務理事の職務執行状況 

 

  〔第２回通常理事会〕 

（１）日時 ：2023年1月26日 15:30～16:10 

  （２）場所 ：日本産業協会会議室 

    （３）出席者：理事9名 

  （４）審議事項 

         第１号議案：2022年度消費生活アドバイザー資格試験の結果 

第２号議案：2023年度事業計画 

第３号議案：2023年度予算 

報告事項 

会長及び専務理事の職務執行状況 

 

 



 7

２．評議員会 

  〔定時評議員会〕 

（１）日時 ：2022年6月16日 14:00～14:40 

  （２）場所 ：日本産業協会会議室 

    （３）出席者：評議員7名 

  （４）審議事項 

           第１号議案：2021年度決算報告 

      第２号議案：役員の選任 

報告事項 

①2021年度事業報告 

②2021年度公益目的支出計画実施報告書 

 

３．技能審査委員会 

   第１回（作問依頼）     2022年 4月 4日 15:00～15:45 

第２回（作問検討）           2022年 7月 5日 13:30～16:40 

     2022年 7月 6日 10:30～12:30 

第３回（作問検討）          2022年 8月30日 14:00～15:50 

第４回（第１次試験合否判定）  2022年10月20日 13:00～13:40 

第５回（総合合否判定）       2023年 1月20日 15:00～16:30 


